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令和８年度採用

岐阜県公立学校教員採用選考試験　第１次選考試験

養護教諭

【注意事項】

１　放送で指示があるまで，この問題用紙に手を触れないでください。

２　問題の印刷が不鮮明な場合には挙手をして，試験監督官が来るのを待って
　　ください。

３　終了後，答案用紙（マークシート）のみ回収します。この問題用紙は各自
　　持ち帰ってください。

　教科専門

　　　　試験時間

１０時３０分～１１時４０分（７０分）
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　 岐阜県では平成２ ０ 年４ 月よ り ，「 障害」 を「 障がい」 と 表記するこ と と して

いる が， 国や県が定める 法令に規定さ れている 用語， 名称等や団体， 機関等の

固有名詞は「 障害」 の表記を用いる こ と と し ている ため， 本試験においては

「 障害」 の表記で統一して出題している。

１ 　 次の文章は，「 小学校学習指導要領（ 平成２ ９ 年告示） 解説　 体育編（ 平成２ ９

年７ 月　 文部科学省）　 第２ 章　 体育科の目標及び内容　 第２ 節　 各学年の目標及

び内容　〔 第３ 学年及び第４ 学年〕　 ２ 　 内容　 Ｇ　 保健　（ ２ ） 体の発育・ 発達　

ア　 知識」 の記載内容である 。 下線部Ａ～Ｅ のう ち， 記載内容と し て正し いも の

の数を， 次の①～⑤の中から一つ選べ。 解答番号は１ １ 。

ア　 体の発育・ 発達

　 体の発育・ 発達については， Ａ　 身長， 体重などを適宜取り 上げ， こ れら は

年齢に伴って変化するこ と を理解できるよ う にすると と もに， Ｂ 　 個人差がある

こ と を理解できるよ う にする。

イ 　 思春期の体の変化

㋐　 思春期には， 体つきに変化が起こ り ， 人によって違いがあるも のの， 男子は

がっし り した体つきに， 女子は丸みのある体つきになるなど， 男女の特徴が現

れるこ と を理解できるよ う にする。

㋑　 思春期には， Ｃ 　 初経， 精通， 変声， 成長痛が起こ り ， また， 異性への関心

も 芽生えるこ と について理解できるよ う にする。 さ ら に， こ れら は， 個人差が

あるも のの， 大人の体に近づく 現象であるこ と を理解できるよ う にする。

　 なお， 指導に当たっては， 発達の段階を踏まえるこ と ， 学校全体で共通理解

を図るこ と ， 保護者の理解を得るこ と などに配慮するこ と が大切である。

ウ　 体をよ り よ く 発育・ 発達さ せるための生活

　 体をよ り よ く 発育・ 発達さ せるための生活の仕方には， 体の発育・ 発達によい

運動， Ｄ　 多く の種類の食品をと る こ と ができ るよ う なバラ ンスのと れた食事，

適切な休養及び睡眠などが必要であるこ と を理解できるよ う にする。

　 その際， 運動については， 生涯を通じて骨や筋肉などを丈夫にする効果が期待

さ れるこ と ， 食事については， 特に， 体をつく る基になるＥ 　 炭水化物， 不足が

ちなカルシウム， 不可欠なビタ ミ ンなどを摂取する必要があるこ と についても触

れるよ う にする。

①　 １ つ　 　 　 ②　 ２ つ　 　 　 ③　 ３ つ　 　 　 ④　 ４ つ　 　 　 ⑤　 ５ つ
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２ 　 次の文章は，「 中学校学習指導要領（ 平成２ ９ 年告示） 解説　 保健体育編（ 平成

２ ９ 年７ 月　 文部科学省）　 第２ 章　 保健体育科の目標及び内容　〔 保健分野〕　 ２ 　

内容　（ １ ） 健康な生活と 疾病の予防　（ エ） 喫煙， 飲酒， 薬物乱用と 健康」 の記

載内容の一部である。 下線部Ａ～Ｅ のう ち， 適切であるも のを「 ○」， 適切でない

ものを「 ×」 と したと き ，その組合せの正しいものを次の①～⑤の中から 一つ選べ。

解答番号は１ ２ 。

㋑　 飲酒と 健康

　 飲酒については， 酒の主成分のエチルアルコールがＡ 　 末梢神経の働きを低下

さ せ， 思考力， 自制力， 運動機能を低下さ せたり ， 事故などを起こ したり するこ

と ， 急激に大量の飲酒をすると 急性中毒を起こ し Ｂ 　 意識障害や死に至るこ と も

あるこ と を理解できるよ う にする 。 また， 常習的な飲酒によ り ， 肝臓病や脳の疾

病など様々な疾病を起こ しやすく なるこ と を理解できるよ う にする 。 特に， 未成

年者の飲酒については， 身体に大きな影響を及ぼし ， エチルアルコールの作用な

どにより 依存症になり やすいこ と を理解できるよ う にする。

㋒　 薬物乱用と 健康

　 薬物乱用については， 覚醒剤や大麻を取り 上げ， 摂取によって幻覚を伴った激

しい急性の錯乱状態や急死などを引き起こ すこ と ， 薬物の連用によ り 依存症状が

現れ， 中断すると 精神や身体にＣ 　 苦痛を感じるよ う になるなど様々な障害が起

きるこ と を理解できるよ う にする。

　 また， 薬物乱用は， 個人の心身の健全な発育や人格の形成を阻害するだけでな

く ，社会への適応能力や責任感の発達を妨げるため，暴力，非行，犯罪など家庭・

学校・ 地域社会にも 深刻な影響を及ぼすこ と も あるこ と を理解できるよ う にする。

　 喫煙， 飲酒， 薬物乱用などの行為は， 好奇心， なげやり な気持ち， 過度のスト

レスなどの心理状態， Ｄ　 断り にく い人間関係， 宣伝・ 広告や入手し易さ などの

社会環境によって助長さ れるこ と ， それらに適切に対処する必要があるこ と を理

解できるよ う にする。

　 また， 体育分野と の関連を図る観点から ， フェアなプレイに反するＥ 　 ド ーピ

ングの健康への影響についても 触れるよ う にする。

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ

① ○ ○ × × ×

② × × ○ ○ ○

③ ○ × × ○ ○

④ × ○ ○ ○ ○

⑤ × ○ ○ × ×
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３ 　 次の文章は，「 高等学校学習指導要領（ 平成３ ０ 年告示） 解説　 保健体育編　 体

育編（ 平成３ ０ 年７ 月　 文部科学省）　 第２ 章　 保健体育科の目標及び内容　 第２

節　 各科目の目標及び内容　「 保健」　 ３ 　 内容　（ ３ ） 生涯を通じ る健康　 ア　 知

識　（ ア） 生涯の各段階における健康」 の記載内容の一部である。 文中の（ 　 Ａ 　 ）

～（ 　 Ｅ 　 ） に当てはまる語句の組合せと し て最も 適切なも のを ， 次の①～⑤の

中から 一つ選べ。 解答番号は１ ３ 。

㋑　 結婚生活と 健康

　 結婚生活について， 心身の発達や健康の保持増進の観点から 理解できるよ う に

する。 その際， 受精， 妊娠， 出産と それに伴う 健康課題について理解できるよ う

にすると と もに， 健康課題には年齢や生活習慣などが関わるこ と について理解で

き るよ う にする。 また，（ 　 Ａ 　 ） の意義や人工妊娠中絶の心身への影響などに

ついても 理解できるよ う にする 。 また， 結婚生活を健康に過ごすには， 自他の健

康に対する責任感， 良好な人間関係や家族や周り の人から の支援， 及び母子の健

康診査の利用や保健相談などの様々な（ 　 Ｂ 　 ） の活用が必要であるこ と を理解

できるよ う にする。

　 なお， 妊娠のし やすさ を含む男女それぞれの生殖に関わる 機能については，

（ 　 Ｃ 　 ） と する 。

㋒　 加齢と 健康

　 中高年期を健やかに過ごすためには， 若いと きから ， 健康診断の定期的な受診

などの自己管理を行う こ と ， 生きがいをも つこ と ， 運動やスポーツに取り 組むこ

と ， 家族や友人などと の良好な関係を保つこ と ， 地域における交流をも つこ と な

どが関係するこ と を理解できるよ う にする 。 また，（ 　 Ｄ　 ） には， 加齢に伴い，

心身の機能や形態が変化するこ と ， その変化には個人差があるこ と ， 疾病や事故

のリ スク が高まるこ と ， 健康の回復が長期化する傾向にあるこ と について理解で

きるよ う にする。

　 さ ら に， 高齢社会では， 認知症を含む疾病等への対処， 事故の防止， 生活の質

の保持， 介護などの必要性が高まるこ と などから ， 保健・ 医療・ 福祉の連携と 総

合的な対策が必要であるこ と を理解できるよ う にする 。 その際， 心身の機能障害

及び（ 　 Ｅ 　 ） についても触れるよ う にする。

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ

① ラ イフプラ ン
保健・ 医療
サービス

必要に応じ関連
付けて扱う 程度

中年期 リ ラ ク ゼーショ ン

② 家族計画 福祉医療制度
実態に応じ積極
的に扱う も の

高齢期 リ ハビリ テーショ ン

③ 家族計画
保健・ 医療
サービス

必要に応じ関連
付けて扱う 程度

高齢期 リ ハビリ テーショ ン

④ ラ イフプラ ン 福祉医療制度
必要に応じ関連
付けて扱う 程度

高齢期 リ ラ ク ゼーショ ン

⑤ 家族計画 福祉医療制度
実態に応じ積極
的に扱う もの

中年期 リ ハビリ テーショ ン
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４ 　 次の文章は，「 学校保健安全法（ 昭和三十三年法律第五十六号）（ 平成２ ８ 年４ 月

施行）」 の記載内容の一部である。 文中の（ 　 Ａ　 ） ～（ 　 Ｅ 　 ） に当てはまる語

句の組合せと し て最も 適切なも のを， 次の①～⑤の中から 一つ選べ。 解答番号は

１ ４ 。

第六条　（ 　 Ａ 　 ） は， 学校における 換気，（ 　 Ｂ 　 ）， 照明， 保温， 清潔保持その

他環境衛生に係る事項（ 学校給食法（ 昭和二十九年法律第百六十号） 第九条第一

項（ 夜間課程を置く 高等学校における学校給食に関する法律（ 昭和三十一年法律

第百五十七号） 第七条及び特別支援学校の幼稚部及び高等部における学校給食に

関する法律（ 昭和三十二年法律第百十八号）第六条において準用する場合を含む。）

に規定する事項を除く 。） について， 児童生徒等及び職員の健康を保護する 上で

維持さ れるこ と が望ましい基準（ 以下こ の条において「 学校環境衛生基準」 と い

う 。） を定めるも のと する。

２ 　（ 　 Ｃ 　 ） は， 学校環境衛生基準に照ら し てその設置する学校の適切な環境の

維持に努めなければなら ない。

３ 　（ 　 Ｄ　 ） は， 学校環境衛生基準に照ら し ， 学校の環境衛生に関し 適正を欠く

事項がある と 認めた場合には， 遅滞なく ， その改善のために必要な措置を講じ，

又は当該措置を講ずるこ と ができないと きは， 当該学校の設置者に対し ， その旨

を申し出るものと する。

第七条　 学校には， 健康診断， 健康相談，（ 　 Ｅ 　 ）， 救急処置その他の保健に関す

る措置を行う ため， 保健室を設けるも のと する。

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ

① 文部科学大臣 採光 学校の設置者 校長 保健指導

② 国 採光 地方公共団体 学校薬剤師 保健指導

③ 国 水質 学校の設置者 校長 環境衛生検査

④ 文部科学大臣 水質 地方公共団体 校長 保健指導

⑤ 国 水質 学校の設置者 学校薬剤師 環境衛生検査
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５ 　 次の文章は，「 学校保健安全法施行規則」（ 昭和三十三年文部省令第十八号）（ 令

和５ 年５ 月施行） の第九条の記載内容の一部である 。 下線部Ａ～Ｅ のう ち， 適切

であるも のを「 〇」， 適切でないも のを「 ×」 と したと き， その組合せの正しいも

のを次の①～⑤の中から 一つ選べ。 解答番号は１ ５ 。

第九条　 学校においては， 法第十三条第一項の健康診断を行つたと き は， Ａ　

三十一日以内にその結果を幼児， 児童又は生徒にあつては当該幼児， 児童又は生

徒及びその保護者（ 学校教育法（ 昭和二十二年法律第二十六号） 第十六条に規定

する保護者をいう 。） に， 学生にあつては当該学生に通知すると と も に， 次の各

号に定める基準により ， 法第十四条の措置をと ら なければなら ない。

一　 疾病の予防処置を行う こ と 。

二　 必要なＢ 　 療育を受けるよ う 指示するこ と 。

三　 必要な検査， Ｃ 　 予防接種等を受けるよ う 指示するこ と 。

四　 療養のため必要な期間学校において学習しないよ う 指導するこ と 。

五　 Ｄ　 特別支援学校への編入について指導及び助言を行う こ と 。

六　 学習又は運動・ 作業の軽減， 停止， 変更等を行う こ と 。

七　 Ｅ 　 修学旅行， 対外運動競技等への参加を制限するこ と 。

八　 机又は腰掛の調整， 座席の変更及び学級の編制の適正を図るこ と 。

九　 その他発育， 健康状態等に応じて適当な保健指導を行う こ と 。

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ

① × 〇 〇 ○ 〇

② × × × × ×

③ 〇 × 〇 〇 ×

④ 〇 〇 × 〇 〇

⑤ × × ○ × ○
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６ 　 次の文章は，「 児童生徒等の健康診断マニュアル　 平成２ ７ 年度改訂（ 平成２ ７

年８ 月　 公益財団法人　 日本学校保健会）　 第２ 章　 健康診断時に注意すべき疾病

及び異常　 ３ 　 耳鼻咽喉科関連　 ７ 　 難聴」 の記載内容の一部である。 文中の

（ 　 Ａ 　 ） ～（ 　 Ｅ 　 ） に当てはまる語句の組合せと して最も 適切なも のを， 次の

①～⑤の中から一つ選べ。 解答番号は１ ６ 。

　 耳は外耳，中耳，内耳に分かれ，外耳～中耳に原因のある場合は（ 　 Ａ 　 ） 難聴，

内耳に障害がある場合は（ 　 Ｂ 　 ） 難聴と なる 。（ 　 省略　 ）（ 　 Ｂ 　 ） 難聴の大部

分は治療による改善は見込めず， 補聴器の装用や（ 　 Ｃ 　 ） が必要と なるこ と が多

い。

　 軽・ 中等度難聴は就学時～就学後に発見さ れるこ と も ある 。 正面から の声かけに

は十分に応答でき言葉も 問題なく 喋っているよ う な場合も あるが， 実際には十分な

音情報が入らずに何らかの支障がみられていること が多い。 言語の遅れや（ 　 Ｄ　 ）

として対応されていることもある。 補聴器の装用と適切な療育が必要である。（ 　 Ｅ 　 ）

ｄ Ｂ 未満の軽中等度難聴児の補聴器購入に対して， 多く の自治体では購入費の助成

が受けられるよ う になっている。

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ

① 伝音 感音 Ｓ Ｔ 訓練 構音障害 ４ ０

② 感音 伝音 聴能訓練 吃音障害 ７ ０

③ 伝音 感音 Ｓ Ｔ 訓練 吃音障害 ４ ０

④ 感音 伝音 聴能訓練 構音障害 ４ ０

⑤ 伝音 感音 聴能訓練 構音障害 ７ ０

著作権保護の観点により 、 掲載いたしません。
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７ 　 次の文章は，「 学校給食における食物アレルギー対応指針（ 平成２ ７ 年３ 月　 文

部科学省）　 ２ 　 対応申請の確認から 対応開始まで」 の記載内容をまと めたも ので

ある。 記載内容と し て最も 適切なも のを， 次の①～⑤の中から 一つ選べ。 解答番

号は１ ７ 。

①　 就学時健康診断， 保護者会等で， 学校におけるアレルギー対応及び学校給食にお

ける 食物アレルギー対応の内容を説明する 。 その上で，「 アレルギー調査票」 を配

布し， アレルギーの有無と アレルギー対応の希望を把握するため調査する。

②　 アレルギー対応を希望する保護者に「 学校生活管理指導表」 を必ず提出し ても ら

う 。 アレルギー対応開始前の個別面談は， 保護者の希望があれば行う 。

③　 面談は実務者（ 栄養教諭・ 学校栄養職員， 養護教諭， 学級担任等） が必ず出席し

て行い， 可能な限り 管理職も 出席する。

④　 栄養教諭・ 学校栄養職員と 養護教諭は， 個別面談で得ら れた情報をまと め， 個別

の取組プランを検討・ 決定する。

⑤　 給食対応レベルは１ ～４ の段階に分けられる。 弁当対応はレベル４ にあたる 。

８ 　 次の文章は，「 学校における薬品管理マニュアル　 －令和４ 年度改訂－（ 令和５

年３ 月　 公益財団法人　 日本学校保健会）　 第２ 章　 要指導医薬品・ 一般用医薬品

の取扱い」 の記載内容をまと めたも のである。 記載内容と し て適切でないものを，

次の①～⑤の中から 一つ選べ。 解答番号は１ ８ 。

①　 一般用医薬品のう ち第一類医薬品及び要指導医薬品は， 薬剤師が購入者の年齢や

症状， 他の医薬品の使用状況などを確認し， 購入者が使用上の注意等の情報提供を

受け， その内容を理解した上で購入， 使用する医薬品である。

②　 学校に置く 一般用医薬品は必要最小限と し， 管理体制を整える。 また， 児童生徒

が児童生徒間で一般用医薬品の譲受を行わないよう に指導する。

③　 学校での一般用医薬品の管理に関する責任者は養護教諭である。

④　 保健室の一般用医薬品は， 施錠できる薬品戸棚に保管する。

⑤　 保健室の一般用医薬品の廃棄方法は， 学校医， 学校歯科医又は学校薬剤師に相談

し ， その指導・ 助言のも と に行う 。

著作権保護の観点により 、 掲載いたしません。
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９ 　 次の文章は，「 学校保健安全法施行規則の一部を改正する省令の施行について（ 通

知）（ 令和５ 年４ 月 28 日　 文部科学省初等中等教育局長）　 ３ ． 学校における出席

停止措置の取扱いに関する 留意事項」 の記載内容の一部である 。 下線部Ａ～Ｅ の

う ち， 適切であるも のを「 〇」， 適切でないも のを「 ×」 と し たと き， その組合せ

の正しいも のを次の①～⑤の中から一つ選べ。 解答番号は１ ９ 。

○　 新型コロナウイルス感染症への感染が確認さ れた児童生徒等に対する出席停止

の期間は，「 発症し た後Ａ　 五日を経過し ， かつ， 症状がＢ 　 消失し た後Ｃ 　 二

日を経過するまで」 を基準と するこ と （ 　 略　 ）

○　「 症状がＢ 　 消失」 と は， 従来の社会一般における 療養期間の考え方と 同様，

Ｄ　 冷却せずに解熱し ， かつ， 呼吸器症状が改善傾向にあるこ と を指すこ と

○　「 発症し た後Ａ　 五日を経過」 や「 症状がＢ 　 消失し た後Ｃ 　 二日を経過」 に

ついては， 発症した日や症状がＢ 　 消失した日の翌日から起算するこ と

○　 出席停止解除後， 発症から Ｅ 　 七日を経過するまでは， 当該児童生徒に対して

マスク の着用を推奨するこ と 。 児童生徒等の間で感染の有無やマスク の着用の有

無によって差別・ 偏見等がないよう ， 適切に指導を行う こ と

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ

① ○ 〇 〇 × 〇

② 〇 × × × ×

③ 〇 ○ × × 〇

④ × 〇 〇 〇 〇

⑤ × × × 〇 ×
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１ ０ 　 次のア～オの文章は，「 学校環境衛生基準の一部改正について（ 通知）（ 令和４

年５ 月９ 日　 文部科学省文部科学審議官）　 １ 　 改正の概要」 の記載内容である 。

そのう ちの適切なも のの組合せを， 次の①～⑤の中から 一つ選べ。 解答番号は

２ ０ 。

ア　 温度の基準の下限を１ ７ ℃から １ ８ ℃に見直したこ と 。

イ 　 相対湿度の基準の上限を８ ０ ％から ７ ０ ％に見直したこ と 。

ウ 　 相対湿度の基準の下限を３ ０ ％から ４ ０ ％に見直したこ と 。

エ　 一酸化炭素の基準の上限を１ ０ ppm から ６ ppm に見直したこ と 。

オ　 換気の基準と して二酸化炭素を，１ ５ ０ ０ ppm から １ ３ ０ ０ pm に見直したこ と 。

①　 ア， ウ

②　 イ ， エ

③　 ウ， オ

④　 ア， エ

⑤　 イ ， オ
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１ １ 　 次の図は， 大脳と 脳幹の構造を模式的に表し た図である。 図中の（ 　 A　 ） ～

（ 　 D　 ） に当てはまる 語句の組合せと し て最も 適切なも のを， 次の①～⑤の中か

ら一つ選べ。 解答番号は２ １ 。

（ 　 Ａ 　 ）

（ 　 Ｄ 　 ）

脊髄

大脳

（ 　 Ｃ 　 ）

（ 　 Ｂ 　 ）

A B C D

① 小脳 脳下垂体 橋 海馬

② 中脳 脳下垂体 視床下部 海馬

③ 小脳 視床 橋 延髄

④ 小脳 脳下垂体 橋 延髄

⑤ 中脳 視床 視床下部 延髄

著作権保護の観点により 、 掲載いたしません。
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１ ２ 　 次の図は， 眼の屈折異常について示したも のである。（ 　 Ａ 　 ） ～（ 　 Ｅ 　 ） に

当てはまる語句の組合せと して最も 適切なものを， 次の①～⑤の中から 一つ選べ。

解答番号は２ ２ 。

正視

焦点

平行光線

眼軸

（ 　 Ａ　 ） 視

（ 　 Ｂ 　 ） が長いか， 屈折が（ 　 Ｃ 　 ）。

（ 　 Ｄ　 ） 視

（ 　 Ｂ 　 ） が短いか， 屈折が（ 　 Ｅ 　 ）。

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ

① 遠 眼軸 強い 近 弱い

② 近 眼軸 強い 遠 弱い

③ 遠 水晶体 強い 近 弱い

④ 近 水晶体 弱い 遠 強い

⑤ 遠 眼軸 弱い 近 強い

著作権保護の観点により 、 掲載いたしません。

著作権保護の観点により 、 掲載いたしません。

著作権保護の観点により 、 掲載いたしません。
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１ ３ 　 次の文章は，「 学校において予防すべき感染症の解説　 令和５ 年度改訂（ 令和６

年３ 月　 公益財団法人　 日本学校保健会）　 Ⅳ　 学校において予防すべき感染症の

Ｑ＆Ａ 」 の記載内容をまと めたも のである 。 ア～オのう ち， 記載内容と し て正し

いも のの数を， 次の①～⑤の中から一つ選べ。 解答番号は２ ３ 。

ア　 児童生徒等の家族がインフルエンザに罹
り

患したが， 当該児童生徒等に症状がな

い場合， 当該児童生徒等に対し ， インフルエンザの検査を受けるよ う 勧める必要

はない。

イ 　 教職員がインフルエンザ等の感染症にかかった場合の病気休暇の期間について

も ， 例外なく 学校保健安全法を根拠と した出席停止の期間の基準が適用さ れる。

ウ　 流行性耳下腺炎に罹患した際， 右と 左の耳下腺の腫脹
ちょ う

の発現した日に差があっ

た場合， 出席停止の期間は， 最初に腫脹
ちょ う

が発現した日を起点に数える。

エ　 麻しんの予防接種については， 児童生徒のみなら ず， 教職員についても ， 未罹
り

患であり ， かつ， ２ 回接種していない者には推奨さ れる。

オ　「 その他の感染症」 は， 学校で通常見ら れないよ う な重大な流行が起こ った場

合に，その感染拡大を防ぐために，必要があると きに限り ，学校医の意見を聞き，

校長が第三種の感染症と して緊急的に措置をと るこ と ができるものと して定めら

れているも のである。

①　 １ つ

②　 ２ つ

③　 ３ つ

④　 ４ つ

⑤　 ５ つ

著作権保護の観点により 、 掲載いたしません。
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１ ４ 　 次の文章は， 授業中に児童が火傷を負った事例である。 Ａ～Ｅ の判断や対応の

う ち， 正しいものの数を， 次の①～⑤の中から 一つ選べ。 解答番号は２ ４ 。

　 小学校５ 年生の家庭科の調理実習中， 熱したフラ イパンに児童が誤って触れてし

まい， 右手第二指（ 指の腹） に火傷を負った。 学級担任の指示の下， 受傷直後， 調

理室内の水道水で患部を冷やした。 その後， 本児が保健室に来室した。

　 保健室に来室し た際， 本児は血色のある 顔色で，「 ひり ひり 痛い」 と 口にし た。

患部を見ると ， フラ イパンの縁に触れたであろう こ と が推測さ れるよ う に， 右手第

二指（ 指の腹） に細い直線状の腫れが認めら れ， 赤みを帯びていた。

Ａ　 熱傷の程度は， ３ 度にあたる。

Ｂ 　 受傷直後に， 水道水で痛みが取れるまで冷やし続けるよ う 伝える 。

Ｃ 　 水疱（ 水ぶく れ） ができた場合は， 蛇口から 勢いよ く 出ている水道水を直接熱傷

部にあてる。

Ｄ　 やけどの処置では，必ず抗ヒ スタ ミ ン軟膏（ または抗ヒ スタ ミ ンク リ ーム）を塗る。

Ｅ 　 救急車を要請する。

①　 １ つ

②　 ２ つ

③　 ３ つ

④　 ４ つ

⑤　 なし
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１ ５ 　 次の文章は，「 教職員のための子ども の健康観察の方法と 問題への対応（ 平成

２ １ 年８ 月　 文部科学省）　 第５ 章　 事例から 見る子ども のメ ンタルヘルスの理解

と 対応」 の記載内容をまと めたも のである 。 次の①～⑤のう ち， 記載内容と し て

適切でないものを一つ選べ。 解答番号は２ ５ 。

①　 リ スト カッ ト は思春期にみら れる代表的な自傷行為の一つである。 本人は意識が

はっき り と し た状態で意図的に行う 場合， 半ば無意識の状態（ 解離状態） で行い本

人が後から リ スト カッ ト したこ と に気付く 場合がある。

②　 自殺企図・ 自殺が高率に見ら れる精神疾患の一つと して双極性障害がある。

③　 学校への様々な不適応や精神的不調の背景と し て， 学習の困難さ をも たら す知的

発達の遅れが関係する場合がある。

④　 反抗挑戦性障害にみら れる激しい行動は， 生活環境の問題から 来るも のである。

⑤　 学習障害では， 漢字の書字の問題には気付きやすいが， 仮名の書字や読字の問題

は見逃しやすい。
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１ ６ 　 次の文章は，「 学校・ 教育委員会等向け虐待対応の手引き（ 令和２ 年６ 月改訂版　

文部科学省）　 ３ ．学校・ 教職員等の役割」の記載内容の一部である。Ａ～Ｅ のう ち，

適切であるも のを「 〇」， 適切でないも のを「 ×」 と し たと き， その組合せの正し

いも のを， 次の①～⑤の中から 一つ選べ。 解答番号は２ ６ 。

Ａ 　 虐待の早期発見に努めるこ と 。

Ｂ 　 虐待を受けたと 思われる子供について， 本人の同意を得た上で市町村（ 虐待対応

担当課） や児童相談所等へ通告するこ と 。

Ｃ 　 虐待の予防・ 防止や虐待を受けた子供の保護・ 自立支援に関し， 関係機関への協

力を行う こ と 。

Ｄ　 虐待防止のための子供等への教育に努めるこ と 。

Ｅ 　 保護者から 情報元（ 虐待を認知するに至った端緒や経緯） に関する開示の求めが

あった場合は， 情報元を保護者に伝えるこ と 。

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ

① ○ ○ ○ ○ ×

② 〇 × × 〇 〇

③ 〇 × 〇 〇 ×

④ × × 〇 × 〇

⑤ × ○ × × 〇
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１ ７ 　 次の文章は，「 学校における子供の心のケア－サイ ンを見逃さ ないために－（ 平

成２ ６ 年３ 月　 文部科学省）　 第３ 章　 メ ンタルヘルスの理解を深めるために　 １ 　

危機状況における ト ラ ウマ　（ ４ ） 障害のある子供への留意点」 の記載内容をまと

めたも のである。記載内容と して適切でないものを，次の①～⑤の中から 一つ選べ。

解答番号は２ ７ 。

①　 自閉症スペク ト ラ ム障害（ 広汎性発達障害） のある子供は， ト ラ ウマが１ つの出

来事と し てではなく ， 視覚・ 嗅覚・ 触覚ごと に断片化し て記憶さ れ， 単一感覚の刺

激によってＰ Ｔ Ｓ Ｄ症状（ 再体験症状） が誘発さ れるこ と がある 。

②　 自閉症スペク ト ラ ム障害の場合， Ｐ Ｔ Ｓ Ｄ症状によ り 一般の子供以上にパニッ ク

に陥り やすいため， できるだけ不要な刺激は避け， あら かじ め本人が落ち着きやす

い状態（ 毛布でく るむ， 馴染みのあるオモチャに触れさ せる等） を把握しておく 。

③　 通常であれば単一のト ラ ウマ体験と なるこ と が， 知的障害がある場合， 場面ごと

に分断さ れたト ラ ウマ性記憶を生みやすく ， Ｐ Ｔ Ｓ Ｄ症状の原因と なる ト ラ ウマが

複数に及ぶ。

④　 Ｐ Ｔ Ｓ Ｄの子供は， 過覚醒症状や麻ひ症状と 関連して睡眠覚醒リ ズムが不規則に

なり がちである。 その影響により ，てんかんのある子供は発作を起こ しやすく なる。

⑤　 統合失調症や双極性障害（ そう う つ病） などの精神疾患にり 患し ている子供は，

被災のスト レスによって症状が悪化するか再発しやすく なる 。



－ 17 －

１ ８ 　 次の文章は，「 学校保健の課題と その対応－養護教諭の職務等に関する調査結果

から －－令和２ 年度改訂－（ 令和３ 年３ 月 30 日　 公益財団法人　 日本学校保健会）　

第２ 章　 調査結果から 見た学校保健の課題と その対応　 Ⅳ　 健康相談及び保健指

導　（ ４ ） 健康相談における養護教諭・ 学級担任等・ 学校医等の役割」 の記載内容

をまと めたも のである 。 記載内容と し て適切でないものを， 次の①～⑤の中から

一つ選べ。 解答番号は２ ８ 。

①　 学校医には， 健康相談の必要性の判断， 受診の必要性の判断， 地域の関係機関等

と の連携におけるコーディ ネーターの役割が求めら れている。

②　 学校医等による健康相談を計画的に実施し， 専門的な知見を得て問題解決につな

げる。

③　 養護教諭の職務の特質は， 全校の児童生徒等を対象と しており ， 入学時から 経年

的に児童生徒等の成長・ 発達を見るこ と ができる。

④　 養護教諭は， 保健室頻回来室者， 不登校傾向者， 非行や性に関する問題など様々

な問題を抱える児童生徒等と 保健室で関わる機会が多い。

⑤　 学級担任は， 一人で抱え込まず養護教諭や関係者と 連携し， 情報共有しながら 組

織的に対応する。

著作権保護の観点により 、 掲載いたしません。
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１ ９ 　 次の文章は，「 外部講師を活用し たがん教育ガイ ド ラ イ ン（ 平成２ ８ 年４ 月　 令

和３ 年３ 月一部改訂　 文部科学省）　 第２ 章　 外部講師を活用し たがん教育の進め

方　 １ 　 がん教育の進め方の基本方針」 の記載内容である。 文中の（ 　 Ａ　 ） ～

（ 　 Ｅ 　 ） に当てはまる語句の組合せと し て最も 適切なも のを， 次の①～⑤の中か

ら一つ選べ。 解答番号は２ ９ 。

外部講師を活用したがん教育の進め方の基本方針

１ 　 講師の専門性やこ れまでの経験が十分に生かさ れるよ う 工夫する。

　 地域や学校の実情に応じて ,学校医 ,がん専門医（「 がん専門医療人材（ がんプ

ロフェッ ショ ナル）」 養成プラ ン ,がん診療連携拠点病院等の活用を考慮） ,がん

患者やがん経験者等など ,それぞれの専門性が十分生かせるよ う な指導の工夫を

行い ,教員と 十分な連携のも と 外部講師を活用したがん教育を実施する ｡

２ 　 学校教育活動全体で健康教育の一環と して行う 。

　 保健体育科を中心に学校の実情に応じて教育活動全体を通じて適切に行う こ と

が大切である ｡ 学級担任や教科担任 ,（ 　 Ａ 　 ） などが中心と なって健康教育の

一環と して企画するも のであり ,必要に応じ ,（ 　 Ｂ 　 ） と も 連携する ｡ また ,家

庭や地域社会と の連携を図り ながら ,生涯にわたって健康な生活を送るための基

礎が培われるよ う 配慮する ｡ なお ,効果的な指導を行う ためには ,（ 　 Ｃ 　 ） に位

置付けるなどして計画的に実施するこ と が望ましい。

３ 　 発達段階を踏まえた指導を行う 。

　 小学校では ,主と してがんを通じて（ 　 Ｄ　 ）こ と を主なねらいと する ｡ 中学校 ,

高等学校では主と して ,（ 　 Ｅ 　 ） をするこ と を主なねら いと する ｡ その際 ,各校

種のねら いを踏まえ ,発達段階を考慮し ,外部講師を活用し たがん教育を行う な

どの工夫を行う ｡

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ

① 養護教諭 保健主事 学校教育計画
健康と 命の

大切さ を育む

科学的根拠に

基づいた理解

② 養護教諭 保健主事 学校保健計画
病気予防の大切

さ を理解する

よ り 専門的な

内容の理解

③ 保健主事 養護教諭 学校保健計画
病気予防の大切

さ を理解する

科学的根拠に

基づいた理解

④ 保健主事 養護教諭 学校保健計画
健康と 命の

大切さ を育む

科学的根拠に

基づいた理解

⑤ 保健主事 養護教諭 学校教育計画
健康と 命の

大切さ を育む

よ り 専門的な

内容の理解
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２ ０ 　 次の表は，「 健康づく り のための睡眠ガイ ド 　 ２ ０ ２ ３ （ 令和６ 年２ 月　 健康づ

く り のための睡眠指針の改訂に関する検討会） 睡眠の推奨事項一覧」 の記載内容

である 。 下線部Ａ～Ｅ のう ち， 適切であるも のを「 〇」， 適切でないも のを「 ×」

と し たと き ， その組合せの正し いも のを， 次の①～⑤の中から 一つ選べ。 解答番

号は３ ０ 。

対象者 推奨事項

高齢者

●長いＡ　 床上時間が病気のリ スク と なるため， Ａ　 床上時間が８ 時間

以上になら ないこ と を目安に， 必要な睡眠時間を確保する。

●食生活や運動等の生活習慣や寝室の睡眠環境等を見直し て， Ｂ 　 睡眠

休養感を高める。

●長い昼寝は夜間の良眠を妨げるため， 日中は長時間の昼寝は避け， 活

動的に過ごす。

成人

●適正な睡眠時間には個人差があるが， Ｃ 　 ６ 時間以上を目安と し て必

要な睡眠時間を確保する。

●食生活や運動等の生活習慣， 寝室の睡眠環境等を見直し て， Ｂ 　 睡眠

休養感を高める。

●睡眠の不調・ Ｂ 　 睡眠休養感の低下がある場合は， 生活習慣等の改善

を図るこ と が重要であるが， 病気が潜んでいる可能性にも 留意する。

子ども

●小学生は９ ～ 12 時間， 中学・ 高校生は８ ～ 10 時間を参考に睡眠時間

を確保する。

●朝は太陽の光を浴びて，Ｄ　 朝食をしっかり 摂り ， Ｅ 　 日中は休養し ，

夜ふかしの習慣化を避ける。

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ

① 〇 × × × 〇

② ○ ○ × × ×

③ × × 〇 〇 ×

④ 〇 〇 〇 〇 ×

⑤ × 〇 〇 〇 〇

著作権保護の観点により 、 掲載いたしません。


